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第１ 調査の概要 
 
１ 調査の内容 

  (1) 調査の目的 

県内の民間企業に雇用されている労働者の賃金、初任給等の実態を明らかにし、労使の

賃金決定等の参考に資するとともに、労働行政の基礎資料とすることを目的とする。 
  (2) 調査対象地域 

     県内全域 
  (3) 調査対象産業 

     建設業、製造業、情報通信業、運輸業、卸売・小売業、金融・保険業、飲食店，宿泊業、

医療，福祉、サービス業（他に分類されないもの） 
  (4) 調査対象事業所 

調査対象となる産業及び地域に属し、常用労働者５人以上の民営事業所のうちから一定

の方法によって抽出された事業所 
  (5) 調査対象労働者 

調査対象事業所に雇用される常用労働者のうちから、一定の方法によって抽出された労

働者 

  (6) 調査事項 

    ア 調査票（Ａ） 
(ｱ) 事業所に関する事項 

① 事業所の名称、所在地 
② 主要生産品名又は事業内容 
③ 労働組合の有無 
④ 事業所の常用労働者数 
⑤ 企業全体の常用労働者数 
⑥ 調査期間 

(ｲ) 労働者に関する事項 
① 労働者番号 
② 性別 
③ 労働者の種類（生産労働者、管理・事務・技術労働者） 
④ 雇用形態（常用、臨時） 
⑤ 就業形態（一般、パート） 
⑥ 卒業区分 
⑦ 年齢 
⑧ 勤続年数 
⑨ 職種名 
⑩ 実労働日数 
⑪ 所定内実労働時間数 
⑫ 所定外実労働時間数 
⑬ 月間賃金額（きまって支給する給与額） 
⑭ 所定外賃金額（超過労働給与額） 

    イ 調査票（Ｂ） 
(ｱ) 事業所の名称、所在地 
(ｲ) 主要生産品名又は事業内容 
(ｳ) 平成 21 年４月初任給額及び新規学卒者採用人員 
(ｴ) 平成 22 年４月初任給見込額 

  (7) 調査期日 
    ア 次の調査項目については、平成 21 年６月 30 日現在（給与締切日がある場合には、 

     ６月の最終給与締切日現在）における実態 

(ｱ) 事業所の名称、所在地 

(ｲ) 労働組合の有無 

(ｳ) 事業所の常用労働者数 

(ｴ) 企業全体の常用労働者数 

(ｵ) 労働者番号 

(ｶ) 性別 
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(ｷ) 労働者の種類 

(ｸ) 雇用形態 

(ｹ) 就業形態 

(ｺ) 卒業区分 

(ｻ) 年齢 

(ｼ) 勤続年数 

(ｽ) 職種名 

    イ 次の調査項目については、平成 21 年６月１日から 30 日までの１か月（給与締切日の

定めがある場合には、６月の最終給与締切日前１か月間）の実態 

(ｱ) 主要生産品名又は事業内容 

(ｲ) 実労働日数 

(ｳ) 所定内実労働時間数 

(ｴ) 所定外実労働時間数 

(ｵ) 月間賃金額（きまって支給する給与額） 

(ｶ) 所定外賃金額（超過労働給与額） 

    ウ 平成 21 年４月分初任給額及び採用人員については、平成 21 年４月 30 日現在（給与

締切日の定めがある場合には、４月の最終給与締切日現在）における実態を調査する。 

    エ 平成 22 年４月分初任給見込額については、平成 21 年６月 30 日現在における見込み

について調査する。 

  (8) 調査方法 
     郵送調査 
 
２ 主な用語の意味 

  (1) 常用労働者 

     次の各号に該当する労働者をいう。 
    ア 期間を定めずに雇われている労働者 
    イ １か月を超える期間を定めて雇われている労働者 
    ウ １か月以内の期間を定めて雇われている労働者又は日々雇われている労働者で、４月

及び５月にそれぞれ 18 日以上雇用された労働者 

 ＊役員や理事者であっても、従業員と同じように一定の仕事に従事し、同じ規則に 
  よって給与を受けている者は、常用労働者に含む。 

  (2) 労働者の種類 
     生産労働者又は管理・事務・技術労働者の別をいい、この区分は、建設業、製造業につ

いてのみ用いる。 
    ア 生産労働者 
      主として物の生産が行われている現場、建設作業の現場（補助部門を含む）等におけ

る業務に従事する労働者をいう。 
    イ 管理・事務・技術労働者 
      生産労働者以外の労働者をいう。 

＊ なお、守衛、夜警は生産労働者に含め、生産部門で労働する事務員、技術員及び 
主として監督的業務に従事する職長、組長等は管理・事務・技術労働者に含める。 

  (3) 雇用形態 
    ア 常用 
      雇用期間を定めずに雇用されている労働者をいう。 
    イ 臨時 
      常用以外の労働者をいう。 
  (4) 就業形態 
    ア 一般 
      次のパート以外の労働者をいう。 
    イ パート 
      １日の所定労働時間又は１週間の所定労働日数が、一般労働者より少ない常用労

働者をいう。 
  (5) 卒業区分 
     学校卒業その他これに準ずる経歴のうち、最終のものをいう。 
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    ア 中学卒 
      旧制小学校、旧制国民学校、中学校卒業等、通算修業年限が概ね９年以下の経歴をい

う。 
    イ 高校卒 

      旧制中学校、高等学校卒業等、通算修業年限が概ね 12 年程度の経歴をいう。 

    ウ 高専・短大卒 

      旧制高等学校、旧制専門学校、高等専門学校、短期大学卒業等、通算修業年限が概ね

14 年程度の経歴をいう。 

    エ 大学卒 

      旧制大学、大学、大学院卒業等、通算修業年限が概ね 16 年又はそれ以上である経歴

をいう。 

  (6) 年齢 
     調査期日現在の満年齢をいう。 
  (7) 勤続年数 
     労働者が、その企業に雇い入れられてから調査期日までに勤続した年数で、休職期間を

除いたものをいう。 
  (8) 実労働日数 

 労働者が、調査期間中に実際に労働した日数をいう。有給休暇等のように、賃金が支給

されても実際に労働しなかった日は含めず、１時間でも就業した日は１日とする。 
(9) 総実労働時間数 

     労働者が、実際に労働した時間数をいい、所定内実労働時間数と所定外実労働時間数の

合計である。 
(10) 所定内実労働時間数 

労働協約、就業規則等で定められた所定労働日において、始業時刻から終業時刻までの

間の、休憩時間を除いて実際に労働した時間数をいう。 
  (11) 所定外実労働時間数 
     労働協約、就業規則等で定められた所定労働日において、始業時刻から終業時刻までの

時間以外の時間及び所定休日において実際に労働した時間数をいう。 
  (12) 月間賃金額（きまって支給する給与額） 
     労働協約、就業規則等によって定められている支給条件、算定方法によって支給される

現金給与のうち、３か月以内の期間で算定されるもので、税、保険料を控除する前の給与

額をいい、所定内賃金額と所定外賃金額の合計である。 
  (13) 所定内賃金額 
     月間賃金額のうち、所定外賃金額以外のものをいい、基本給、勤続給、業績給、年齢給、

技能手当、家族手当、地域手当、通勤手当、物価手当等の合計である。 
  (14) 所定外賃金額（超過労働給与額） 
     時間外勤務手当、深夜勤務手当、休日出勤手当、宿日直手当の合計額をいう。 
  (15) 初任給額 
    ア 平成 21 年４月分初任給 

     本年採用した新規学卒者の採用時（４月）の所定内賃金額（通勤手当を除く）をいう。 

      なお、調査期日までに賃金改定があり、初任給額を調整した場合は調整後の額である。 

    イ 平成 22 年４月分初任給見込額 

      翌年採用を予定する新規学卒者の採用時（４月）の所定内賃金額（通勤手当を除く） 

     の調査期日現在における見込額をいう。 
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３ 調査の設計 
(1) 母集団 

母集団は、平成 18 年事業所・企業統計調査（総務省）に基づいて作成した９産業・常

用労働者５人以上の民営事業所で、県内約２万８千事業所である。 

  (2) 抽出方法（層化２段抽出法） 
     平成 18 年事業所・企業統計調査に基づいて作成した名簿により、事業所を第１次抽出

単位として抽出し、賃金台帳等によりその事業所に雇用されている労働者を第２次抽出単

位として抽出している。 
  (3) 対象事業所数等 
    ア 調査対象事業所数 
      ７，４５６事業所 
    イ 有効回答事業所数 
      調査票（Ａ）２，９４４事業所（回答率３９．５％） 
            有効回答労働者数 ５８，７７７人 
      調査票（Ｂ）７２０事業所 

有効回答事業所数、労働者数内訳 
              （上段：事業所数、下段：労働者数  単位：事業所、人） 

事業所規模 300 人以上 30～299 人 5～29 人 計 

77 1,321 1,546 2,944 
調 査 産 業 計 

3,801 35,714 19,262 58,777 

0 59 224 283 
建 設 業 

0 1,430 2,471 3,901 

47 545 464 1,056 
製 造 業 

2,187 15,567 6,290 24,044 

2 29 27 58 
情 報 通 信 業 

108 797 339 1,244 

0 92 93 185 
運 輸 業 

0 2,454 1,407 3,861 

5 190 287 482 
卸売・小売業 

331 4,804 3,360 8,495 

1 25 44 70 
金融・保険業 

26 654 507 1,187 

0 62 78  140 
飲食店，宿泊業 

0 1,498 1,020 2,518 

17 191 129 337 
医 療 ， 福 祉 

899 5,236 1,424 7,559 

5 128 200 333 
サ ー ビ ス 業 

250 3,274 2,444 5,968 

 
  (4) 集計方法 
     集計は、次のアからウを除き、推計労働者数をウエイトとする加重平均である。 
     （サンプル調査であるため、母集団に復元している。） 
    ア 市・郡別及び標準労働者についての集計は、単純平均である。 
    イ 平成 21 年４月分初任給額の平均値は、新規学卒者採用人数をウエイトとする加重平

均である。 

    ウ 平成 22 年４月分初任給見込額の平均値は、採用予定事業所を単位とする単純平均で

ある。 

＊ 復元に用いる各階層（事業所規模、産業、地域）ごとの推計労働者数は、次の 
方法により算出している。 

                           事業所統計調査 
推  計    調査回答    労働者の       による事業所数 
     ＝       ×  抽出率の  × 
労働者数    労働者数    逆  数       調 査 回 答 
                           事 業 所 数 
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４ 調査結果利用上の注意 

  (1)  この報告書は、平成 21 年６月 30 日（６月分給与、初任給は４月分）を調査日として実

施した県内民営企業の賃金実態調査の結果をとりまとめたものであり、次の要件を満たす

労働者について集計したものである。 

  ア 平成 21 年６月 30 日（給与締切日の定めがある場合には、６月における最終給与締切

日）現在において満 15 歳以上の者。 

  イ 平成 21 年６月分の給与算定期間中に、実労働日数が 18 日以上の者 

（但し、パートタイム労働者については２日以上の者） 

  (2)  調査結果は、年間の平均値ではなく、６月分の給与（賞与を除く）についての集計結果

である。 

  (3)  産業中分類において、「その他の製造業」及び「その他の運輸業」と表示してあるのは、

当該産業において中分類として表示されていない全ての産業中分類を含む。 
  (4)  「Ｘ」はサンプル数僅少のため公表できないもの、「―」は該当が無かったものである。 

  (5)  地域別集計は、下記の区分による。 
     【広域市町村圏別】 

区   分 該  当  区  域 
佐久広域市町村圏 小諸市 佐久市 南佐久郡 北佐久郡 
上小  〃    上田市 東御市 小県郡 

諏訪  〃 岡谷市 諏訪市 茅野市 諏訪郡 

上伊那 〃  伊那市 駒ヶ根市 上伊那郡 

飯伊  〃 飯田市 下伊那郡 

木曽  〃 木曽郡      

松本  〃 松本市 塩尻市 安曇野市 東筑摩郡 

大北  〃 大町市 北安曇郡 

長野  〃 長野市 須坂市 千曲市 埴科郡 上高井郡 上水内郡 

北信  〃 中野市 飯山市 下高井郡 下水内郡 

 
【労政事務所別】 

区   分 管  轄  区  域 

東信労政事務所 上田市 佐久市 小諸市 東御市 
南佐久郡 北佐久郡 小県郡 

南信労政事務所 岡谷市 飯田市 諏訪市 伊那市 駒ヶ根市 茅野市  

諏訪郡 上伊那郡 下伊那郡 

中信労政事務所 松本市 大町市 塩尻市 安曇野市  
木曽郡 東筑摩郡 北安曇郡 

北信労政事務所 長野市 須坂市 中野市 飯山市 千曲市  
埴科郡 上高井郡 下高井郡 上水内郡 下水内郡  

 
 
 

 


